
様 式 第 三 十 八 中

「１ 申出人
識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は 識別ラベル
」

を

「１ 申出人
識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

予納台帳番号

識別ラベル

」

に 改 め 、 同 様 式 の 備

考 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 「申出人」の欄の「予納台帳番号」には、法第15条第１項の規定による見込額からの納付の申
出を希望する者は、申出人の予納台帳の番号を記載する。法第15条の２第１項の規定による口座
振替による納付の申出を希望する者は、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、申出人の振替番号
を記載する。
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様 式 第 十 五 の 備 考 ４ を 次 の よ う に 改 め る 。

４ 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第２項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、
「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額
（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記録
する。特許法第195条第８項ただし書、実用新案法第54条第７項ただし書、意匠法第67条第６項
ただし書又は商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合で
あって、第40条第４項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」
を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。
特許法第195条第８項ただし書、実用新案法第54条第７項ただし書、意匠法第67条第６項ただし
書又は商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、
納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納
付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばな
い。

様 式 第 十 六 の 備 考 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 第40条第２項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納
台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額（「円」、「，」等を付さず、アラ
ビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記録する。法第40条第６項ただし
書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第４項の規定により口座振
替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、

様 式 第 十 一 の 備 考 27 を 次 の よ う に 改 め る 。

27 意匠法施行規則第10条第１項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録
してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすること
を請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、
第40条第２項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納
付金額】」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算
額を記録し、意匠法第67条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であっ
て、第40条第４項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄
の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を
記録する。意匠法第67条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出
願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付
しなければならない。

様 式 第 十 三 の 備 考 ６ を 次 の よ う に 改 め る 。

６ 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第２項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、
「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額
（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記録
する。特許法第195条第８項ただし書（国際出願法施行規則第82条第２項で準用する場合を含む。）、
実用新案法第54条第７項ただし書、意匠法第67条第６項ただし書又は商標法第76条第６項ただし
書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第４項の規定により口座振
替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、
「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第８項ただし書（国際出願
法施行規則第82条第２項で準用する場合を含む。）、実用新案法第54条第７項ただし書、意匠法第
67条第６項ただし書又は商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付し
た場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納
台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は
設けるには及ばない。

「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第６項ただし書の規定により、
現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定
手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合にお
いて、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。

様 式 第 十 九 の 備 考 ４ を 次 の よ う に 改 め る 。

４ 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第１項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、
「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額
（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記録
する。特許法第107条第５項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、
第40条第１項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替
番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。

様 式 第 二 十 二 の 備 考 ３ を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14

条第１項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する
期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第１
項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には
見込額から納付に充てる意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額（「円」、「，」等
を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記録する。意匠法
第42条第５項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第１項
の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、
振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録
料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番
号】」及び「【住所又は居所】」を記録しなければならない。

様 式 第 三 十 二 の 備 考 ６ 、 様 式 第 三 十 二 の 二 の 備 考 13 及 び 様 式 第 三 十 三 の 備 考 ３ 中 「別紙第４号12

書式 」 を 「別紙第４号の12書式 」 に 改 め る 。

様 式 第 三 十 七 の 備 考 中 「様式第１ 」 を 「その他は、様式第１ 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 様 式 の 備 考 ２

と し 、 同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

１ 「予納台帳番号」の欄には、予納者が、委任による代理人により法第15条第１項及び第２項の
規定による申出をする場合には、予納台帳の番号を記載する。口座振替による納付をしようとす
る者が、委任による代理人により法第15条の２第１項の規定による申出をする場合には、「予納台
帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。
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